
　「白老町第５次行政改革大綱」が令和２年度に終
了することから、これまでの行財政計画の基本姿
勢を継続しながら、本町を取り巻く環境の変化に
迅速かつ柔軟に対応し、将来にわたり安定的かつ
継続的な行政サービスを実現するための計画です。

　障がい者、障がい児の福祉施策の推進を図るた
め、障害者基本法、障害者総合支援法と児童福祉
法に基づき、障がい者、障がい児のための町とし
ての施策や福祉サービス量と提供体制の確保など
について計画案をまとめました。

　本計画は法律により概ね５年ごとに改訂し、計
画策定の前提となっている諸条件に変動があった
場合に、見直しを行うこととなっています。今回
はバイオマス燃料化施設の廃止に伴い、一般廃棄
物処理の全てが登別クリンクルセンターに集約さ
れることから、リサイクル率の目標設定などの考
え方の見直しを含め改訂を実施するものです。

役場、各出張所、いきいき４♥６、白老コミセ
ン、図書館、町ホームページ

配布場所への持参、郵送、FAX、Eメール（町
ホームページ「役場（各課）のページ」から担
当課の代表アドレス参照）

　町の教育などに関する総合的な施策について、
地域の実情に応じ、その目標や施策の根本となる
方針として教育大綱を策定します。また、本町の
教育に対する基本的な理念や将来に向けた方向性
など普遍的な内容とすることから、計画期間の定
めを持たないものとしております。

  平成28年から今年度までを期間とした白老町教
育推進基本計画に基づき、教育行政を進めてきま
した。この計画の理念や方向性を継承しつつ、次
代を担う子どもたちが夢や希望をもって人間らし
く、豊かに生きていくことができるよう、教育を
取り巻く社会情勢の変化や将来を見据えた課題を
踏まえ策定します。

　地域課題に対応した社会教育活動をさらに推進
するために、本町における社会教育の現状と課題
を明らかにし、効果的かつ効率的な行政運営を図
るための指針となる計画です。

　核家族化の進行や地域とのつながりの希薄化に
伴い、現在の子どもを取り巻く社会環境の変化や
課題を見据え、家庭教育向上に必要な学習機会の
充実や相談体制拡充などさまざまな家庭教育支援
の事業について推進してきました。現行計画の計
画期間（平成27年度から令和元年度）が終了する
ことに伴い、引き続き家庭のみでなく、学校、地
域、関係機関との連携を図り、町全体で家庭教育
の向上を目指すための計画です。

　町はさまざまな施策を展開するための根拠となる計画などの
策定途中で、事前にその計画案を町民に公表し、お寄せいただ
いた意見を考慮して決定しています。意見や課題、問題点、情
報などをお寄せください。

日　程　２月１日㈪～３月２日㈫
提出・問い合わせ先　
総務課　人事・行政監理グループ
☎８２－４２７７　FAX８２－４３９１

日　程　２月４日㈭～３月５日㈮
提出・問い合わせ先　
健康福祉課　福祉支援グループ
☎８２－５５４１　FAX８２－５５６１

日　程　２月８日㈪～３月10日㈬
提出・問い合わせ先　
生活環境課　環境グループ
☎８２－２２６５　FAX８２－４３９１

日　程　２月５日㈮～３月８日㈪
提出・問い合わせ先　学校教育課
☎８５－２０２２　FAX８５－２０２４

日　程　２月５日㈮～３月８日㈪
提出・問い合わせ先　学校教育課
☎８５－２０２２　FAX８５－２０２４

日　程　２月５日㈮～３月８日㈪
提出・問い合わせ先　生涯学習課
☎８５－２０２２　FAX８５－２０２４

日　程　２月４日㈭～３月５日㈮
提出・問い合わせ先　
子育て支援課　子育て支援グループ
☎８５－２０２１　FAX８２－５５６１

町民意見募集
白老町行財政改革推進計画案

第４期白老町障がい者福祉計画案
第６期白老町障がい福祉計画案
第２期白老町障がい児福祉計画案

◆資料配布・閲覧場所

◆意見の提出方法

白老町ごみ処理基本計画の一部改訂案

白老町教育大綱案

白老町教育振興基本計画
白老町学校教育基本計画案

第３次白老町社会教育中期計画案

第５期家庭教育支援推進計画案


